
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年６月１６日               NO,６１０ 

 

吹き割遊歩道の芭蕉句碑 

 吹き割遊歩道の第３観瀑台の近く 

に、「桟（かけはし）や命をからむ 

蔦かづら」と自然石に彫られた芭蕉 

の句碑があります。 

 この句は、芭蕉が元禄元年（１６ 

８８）に岐阜から信州を旅し、江戸にもどった時に「木曽の

桟」を渡った時の句で、目もくらむような木曽の桟に命がけ

で絡みつけている蔦かづらをよんだものです。 

 利根町には芭蕉の句碑が追貝にもあり、追貝や高戸谷には

俳句や短歌をたしなむ人が多くいたそうです。 

鬼子母神石塔 

 行人は、仏教を修業している僧や修業をおこなっている修

験者、行者のことをいい、追貝の森山にある行人堂は、修験

者が修業をしていたのではないかと考えられます。 

           行人堂のなかには、鬼子母神と彫ら

れた石塔や賽の神の石宮などがあり、

鬼子母神の石塔には、片品村花咲の２

人の名前が彫られていますが、石塔が

ここにあるいわれは不明です。 

           こうした鬼子母神の石塔は、旧沼田

市内や白沢町にはみられないといわ

れています。 
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、
１０
月
か
ら
の
消
費
税
率
の
１０
％
へ
の
引
き
上
げ
、
憲
法
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自
民
党
の
公
約
は
、「
日
本
の
明
日
を
切
り
拓
く
」
と
題
し
、
「
力
強
い
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交
・
防
衛
で
国
益
を
守
る
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強
い
経
済
で
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憲
法
改
正
を
目
指
す
」
な
ど
と
し
、
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冒
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、

「
新
し
い
令
和
の
時
代
を
切
り
拓
く
覚
悟
」
な
ど
と
、
天
皇
の
代
替
わ
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・
会
派
が
合
意
し
た
「
共
通
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は
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法
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条
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改
定
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に
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対
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「
消
費
税
率
引
き
上
げ
を
中
止
」
な
ど
を
掲
げ
て
お
り
、
対
決
の
構
図
は
鮮
明
で
す
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参
議
院
選
挙
で
安
倍
首
相
が
す
す
め
る
改
憲
と
消
費
税
増
税
に
終
止
符
を
打
つ
と

と
も
に
、
安
倍
政
権
を
退
陣
に
追
い
込
み
ま
し
ょ
う
。 

 ６月定例市議会の一般質問で日本共産党の井之川博之議員が市長に、憲

法９条についての見解を質問し市長は、「憲法９条は、平和主義の根幹をな           

すものと思う」と答え、憲法改定については、「国民主権と平和主義は、ゆ

ずれない」と答え、憲法９条は変えてはな

らないという考えを示しました。 

               市長は、８月に予定している原爆パネル

展で、「核兵器禁止条約」の早期締結を求め

る署名もおこなう予定であることも明らか

にしました。 

 野球場（センター１２２㍍、ライト・レフト１００㍍）とテニスコート

８面、約１㌔のジョギング・ウォーキングコースなどを建設する（仮称）

利南運動広場のアスファルト舗装工事などの付帯工事の請負契約の締結

についての議案が６月定例市議会に提案されました。 

 ５月におこなわれた入札（電子入札）には、 

７社が参加し、沼田土建（株）が２億５，０ 

８０万円（消費税込み）で落札しました。 

 現在では防球ネットの支柱が立ち上がるな 

ど、（仮称）利南運動広場の工事は、順調にす 

すんでいるようです。 

 ６月定例市議会が開会した４日、選挙管理委員と選挙

管理委員補充員の選挙（議長による指名推薦）がおこな

われ、全会一致で新しい選挙管理委員と補充員が決まり

ました。 

選挙管理委員      補充員 

大平 孝雄氏 （榛名町）  金子三代次氏（利根町） 

小林 和幸氏 （白沢町）  真庭 拓郎氏（薄根町） 

角田 かつ江氏（善桂寺町） 佐藤 豊子氏（白沢町） 

林  清恭氏 （中発知町） 茂木 裕子氏（下川田町） 

 利根沼田九条の会は９日、「利根沼田九条の会１４周年

のつどい」を開きました。 

 つどいでは弁護士の吉村駿一さんが、「憲法改悪と私た

ちのくらし」と題した記念講演をおこないました。 

               吉村弁護士は、日本の

平和は９条が支えてきた

し、安保法制が成立して

も憲法を変えない限り戦

争をすることはできない

と語り、９条を守ること

の大切さを訴えました。 

 


